
童手当制度が10月から変わります

宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ宇美町からのお知らせ

児

福祉課　福祉・手当係　☎934-2278　FAX933-7512（代）問

　宇美町に住民登録がある18歳以下のお子さんがいる世帯（公務員の人で、すでに職場
で児童手当を受給している世帯は除く）には、8月末にお知らせを送付しています。内容
を確認し、該当がある場合はお手続きをお願いします。詳細は、町ホームページをご覧
ください。
▶改正内容
①所得制限の撤廃
②支給期間を「中学生まで」から「高校生年代まで」に延長
③第3子以降の児童に係る支給額を月額30,000円に増額
④多子加算カウント方法の変更(高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子
　について、親などの経済的負担がある場合をカウント対象とする)
⑤支払月を年3回から年6回(偶数月)に変更
※改正後の初めての支給は令和6年12月10日（火）です。12月支給分より支払通知は廃止します。

▶提出締切　10月18日（金）（必着）
※制度改正に伴う手続きは、令和７年３月31日（月）までできますが、12月定期払いに
　間に合うためには、上記期限までに手続きが必要です。
㊟令和７年３月31日（月）を過ぎて申請した場合、申請の翌月分から支給対象となり、
　さかのぼって支給することはできません。
▶提 出 先　福祉課　福祉・手当係
　　　　　〒811-2192　福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号

㊟18歳以下のお子さんを養育していても、お子さんの住民登録が宇美町にない場合はお知らせが送付され
ません。該当の人は、ホームページから申請書をダウンロードいただき、郵送でご提出ください。
㊟令和6年8月15日時点での住民登録をもとにお知らせを送付しています。令和6年8月16日以降に転入の
場合は送付されませんので、ホームぺージにてご確認ください。
※公務員の児童手当は勤務先から支給されます。手続きの要否については、勤務先にご確認ください。

▲
町ホームページ
はこちら

改正前（～令和6年9月分）
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年3回(2・6・10月)
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18歳到達後の最初の年度末まで
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3歳未満

中学生

高校生年代

支払回数

3歳以上
小学校修了前

第3子以降
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年6回(偶数月)

22歳到達後の最初の年度末まで
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第3子以降
30,000円

第3子以降の
算定対象

改正後（令和6年10月分～）

社会教育課　社会教育係　☎933-2600問
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